
大阪市の物価高騰対策（第３弾）

低所得の子育て世帯に対する給付金、住民税非課税世帯に対する給付金

物価高騰による影響は、国が定める報酬（公定価格）に反映されておらず、

社会福祉施設・医療機関等の経営を圧迫

第２弾：プレミアム付商品券事業、上下水道料金の減額

令和５年度一般会計補正予算案 第４回

◆社会福祉施設・医療機関等に対する物価高騰対応支援金

第１弾：

第３弾：

➡ 安定的かつ継続的なサービスの提供に向け支援が必要

長引く物価高騰から経済や市民の暮らしを守り、市民生活をしっかりと支える

物価高騰への対応方針

これまでの対策

新たな対策（第３弾）



社会福祉施設・医療機関等に対する物価高騰対応支援金の給付

事業の概要
電気・ガス代などを除いた経費を対象として施設ごとに単価を設定し、

施設・事業所の規模（定員・病床数等）に応じて支援を実施

対象施設
対象施設 施設数

社会福祉施設等

【介護施設・障がい福祉施設等（入所・通所）、保護施設】 約6,800施設

【児童養護施設等、民間保育施設等、放課後児童クラブ】 約1,000施設

医療機関等
【病院、診療所（医科・歯科）、薬局、助産所、歯科技工所、施術所、
訪問看護ステーション】

約14,600施設

給付時期 補正予算成立後速やかに事業を実施（令和5年10月中旬から申請受付予定）

事業費 3２億8,000万円


